
（８） たばこ事業法施行規則関係条文 

 

第六章 雑則 

（注意表示） 

第三十六条 法第三十九条第一項に規定する製造たばこで財務省令で定め

るものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみ

たばこ及びかぎたばこ（以下、「紙巻等たばこ」という。）とする。 

２ 法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、

別表第二及び別表第三に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤

解を生じさせないために表示する文言とする。 

３ 会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれ

ぞれ一以上を、次の各号に掲げる容器包装（紙巻等たばこを消費者に販

売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用

されないものをいう。以下同じ。）ごとに、表示しなければならない。 

一 最小容器包装 

二 最小容器包装を一以上入れ又は包む容器包装（無色透明又はほとん

ど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号におい

て同じ。） 

三 前号に規定する容器包装を一以上入れ又は包む容器包装（当該容器

包装を一以上入れ又は包む容器包装を含む。） 

４ 別表第一及び別表第二に掲げる文言は、枠その他の方法により容器包

装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき一を限

り設けられた部分（その面積が当該主要な面の面積の十分の三以上であ

るものに限る。）の中に、一を限り、大きく、明瞭に、当該容器包装を

開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る

方法により表示されなければならない。 

５ 前項に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第一及び別表

第二に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。 

６ 第四項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面（底面を

除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 



一 最大面積を有する面 

二 前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められ

る面 

７ 容器包装の主要な面の数が一である場合又は容器包装の主要な面が容

易に識別できない場合その他の容器包装に別表第一及び別表第二に掲げ

る文言を表示することが困難な場合における第三項、第四項及び第六項

の適用については、別に財務大臣が定めるところによる。 

８ 会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第一に掲げる文言の

うち二以上又は別表第二に掲げる文言のうち二以上を表示する場合には、

当該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。 

９ 会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれ

ぞれを表示した容器包装の数が、年間を通じ、紙巻等たばこの品目ごと

及び第三項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにし

なければならない。 

１０ 会社又は特定販売業者は、別表第三に掲げる文言を、第三項各号に

掲げる容器包装（品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニ

コチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たば

こに係るものを除く。）ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開

いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表

示しなければならない。 

１１ 会社又は特定販売業者は、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、

かみたばこ、かぎたばこ及び法第三十八条第二項に規定する製造たばこ

代用品について第二項から第九項までの規定を適用する場合においては、

別に財務大臣が定める文言をもつて別表第一及び別表第二に掲げる文言

に代えることができるとともに、別に財務大臣が定めるところによりこ

れを表示することができる。 

１２ 法第三十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、

輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し

即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認め

た場合とする。 



 

（誤解を生じさせないために表示する文言） 

第三十六条の二 会社又は特定販売業者は、「ｌｏｗ ｔａｒ」、「ｌｉ

ｇｈｔ」、「ｕｌｔｒａ ｌｉｇｈｔ」又は「ｍｉｌｄ」その他の紙巻

等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそ

れのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせな

いために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響

が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものでは

ない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。 

２ 前項の規定により表示される文言は、前条第三項各号に掲げる容器包

装ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みや

すいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならな

い。 

 

別表第一（第三十六条関係）及び別表第二（第三十六条関係） 

 ※ 次ページ参照 

 

別表第三（第三十六条関係） 

 財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニ

コチン量 

 
 


